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ユネスコ1978「体育・スポーツ国際憲章」 同
条

関
連
条
文

ユネスコ2015「体育・身体活動・スポーツに関
する国際憲章」

第１条　体育・スポーツの実践はすべての人に
とって基本的権利である

１
第１条－体育・身体活動・スポーツの実践は、す
べての人の基本的権利である

第２条　体育・スポーツは、全教育体系において
生涯教育の不可欠の要素を構成する

第２条－体育・身体活動・スポーツは、個人、コ
ミュニティ、社会全体に幅広い恩恵をもたらすこ
とができる

第３条　体育・スポーツのプログラムは、個人お
よび社会のニーズに合致しなければならない

3
9
10

第３条－すべての関係者が戦略的ビジョンの創
造、方針の選択肢や優先順位の策定に参画しなけ
ればならない

第４条　体育・スポーツの教授、コーチおよび行
政は、有資格者によっておこなわれるべきである

2
3

第４条－体育・身体活動・スポーツのプログラム
は、生涯にわたる参加の動機づけとならなければ
ならない

第５条　十分な施設と設備は体育・スポーツに不
可欠である

9
10

第５条－すべての関係者は、その活動が経済的、
社会的、環境的に持続可能であることを保証しな
ければならない

第６条　研究と評価は体育・スポーツの発展に不
可欠の要素である

6
8

第６条－研究・科学的根拠・評価は、体育・身体
活動・スポーツの発展に不可欠な要素である

第７条　体育・スポーツの倫理的、道徳的価値の
擁護は、すべての人びとが不断に配慮しなければ
ならない（1991年７月補充）

4
第７条－体育・身体活動・スポーツの教育、コー
チング、管理は有資格者が行わなければならない

第８条　情報および資料は体育・スポーツの振興
を助ける

5
第８条－質の高い体育・身体活動・スポーツに
は、適切で安全な場所、施設、器具が不可欠であ
る

第９条　マスメディアは体育・スポーツに積極的
に影響を及ぼすべきである

第９条－安全性及びリスク管理は質保証の必須の
条件である

第10条　国家機関は体育・スポーツにおいて主
要な役割を果たす

7
第10条－体育・身体活動・スポーツの高潔性と
倫理的価値の保護及び促進は、すべての人にとっ
て普遍的な関心事でなければならない

第11条－体育・身体活動・スポーツは、開発、
平和、紛争後及び災害後の目標の実現において重
要な役割を果たすことができる

第11条　国際協力は体育・スポーツの全般的で
十分に均衡のとれた振興に必要不可欠である

11
第12条－国際協力は、体育・身体活動・スポー
ツの範囲と影響を拡大するための必須の条件であ
る
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